
 

○かほく市社会福祉法人指導監査実施要綱 

平成２５年３月２９日 

告示第３１号 

（目的） 

第１条 この告示は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号。以下「法」という。）第

２２条に定める社会福祉法人（以下「法人」という。）に対して法その他関係法令及

び通知に規定する指導監査を行い、必要な助言、指導等を採ることにより、法人の運

営、財務管理等が適正に行われているかを明らかにするとともに、もって社会福祉の

増進を図ることを目的とする。 

（基本方針） 

第２条 法人に対する指導監査は、次に掲げる基本方針に基づき行う。  

（１） 指導監査は、法その他関係法令及び通知のほか、この告示に基づくこと。  

（２） 指導監査の実施に当たっては、常に懇切丁寧を旨とし、法人関係者の理解及

び協力が得られるように配慮して行うこと。  

（３） 指導監査の実施に当たっては、法人の歴史的沿革、立地条件その他の事情を

勘案し、形式的又は画一的に陥らないように留意すること。 

（４） 法人が自ら行う内部監査、自主的点検等による内部牽制機能が効果的に実施

されるよう指導すること。 

（指導監査の実施機関） 

第３条 指導監査は、健康福祉部健康福祉課及び法人の所管担当課（以下「担当課」と

いう。）の職員（以下「指導監査職員」という。）が行う。  

（指導監査の対象法人） 

第４条 指導監査の対象となる法人は、市内において設立され、かつ、当該法人の活動

区域が市内に限定されるものとする。 

（指導監査の種別） 

第５条 指導監査の種別は、一般監査及び特別監査とする。  

２ 一般監査は、法人の所在地において実施する実地監査（以下「実地監査」という。）

とし、法人の運営、財務管理等の全般的事項について、法その他関係法令及び通知に

定める規定等の遵守状況を調査し、及び確認した上、必要な助言、指導等を行う。  

３ 特別監査は、実地監査とし、別表第１の特別監査基準に該当する法人に対し、重点

的かつ継続的に行う。 

（指導監査の実施体制） 

第６条 指導監査は、班を編成して行うものとする。  



 

２ 一般監査の班編成及び実施回数の基準は、それぞれ別表第２及び別表第３のとおり

とする。ただし、別表第２については、法人の規模又は前年度の指導監査結果により

変更することができるものとする。 

３ 一般監査の実施時期は、当該年度の６月から翌年２月までに行うものとする。  

４ 特別監査の班編成、実施回数及び実施時期は、必要に応じて適宜定め、指導内容に

応じた実施体制で行う。 

（指導監査職員の証明書） 

第７条 指導監査職員は、指導監査を行う場合は、指導監査職員証明書（様式第１号）

を携行するものとする。 

（主眼事項及び実施計画の策定） 

第８条 市長は、法人の利用者の処遇の充実を最重点に置くとともに、社会変化に対応

した法人の運営の充実についても配慮することとし、国の指導方針を基本に主眼事項

を毎年度定める。 

２ 指導監査の実施に当たっては、次に掲げる計画を作成するものとする。  

（１） 年間実施計画 毎年度当初に作成する法人の種別、月別、実施方式等の総括

的な計画をいう。 

（２） 月別実施計画 指導監査を実施する月の１箇月前までに当該月の法人の指導

監査の期日（以下「監査日」という。）及び監査班を定めた計画をいう。  

（指導監査の実施通知） 

第９条 市長は、指導監査の対象の法人の代表者に対し、監査日のおおむね１箇月前ま

でに監査日その他必要な事項について様式第２号により通知する。 

２ 前項の規定による通知を受けた場合は、当該法人の代表者は、通知を受けた日から

起算して２週間以内に指導監査に係る関係資料を市長に提出しなければならない。  

３ 特別監査については、適宜通知する。 

（指導監査の立会い） 

第１０条 指導監査の実施に当たっては、必要に応じて関係行政機関の職員及び当該法

人の責任者（以下「責任者」という。）の立会いを要請するものとする。  

（指導監査の実施方法） 

第１１条 一般監査の実施に当たっては、社会福祉法人指導監査要綱の制定について（平

成１３年７月２３日雇児発第４８７号・社援発第１２７４号・老発第２７３号厚生労

働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名

通知）の規定により行う。 

２ 一般監査については、第９条第２項の規定により提出された関係資料について、あ



 

らかじめ必要に応じて責任者の出頭又は電話等により当該法人の運営、財務管理等を

確認することができる。 

３ 特別監査の実施方法は、実施理由に応じ適宜検討する。  

（実施上の留意点） 

第１２条 指導監査職員は、責任者に対し、理解及び協力を得るため、あらかじめその

趣旨を説明するものとする。 

２ 指導監査職員は、能率的に指導監査を行うよう努めるとともに、当該法人の業務に

支障のないように努めるものとする。 

３ 指導監査職員は、運営、財務管理等の状況を責任者から聴取するものとする。  

（指導監査結果の講評） 

第１３条 指導監査職員は、一般監査終了後、責任者に対し、当該結果について講評す

る。この場合において、次に掲げる事項に留意しなければならない。  

（１） 責任者に対し、書面その他の方法により法人の運営、財務管理等の問題点及

び改善を要する事項を十分認識させ、必要な助言、指導等を行うこと。  

（２） 指導監査職員のみで判断することが困難と認められる事項については、当該

事項を後日検討の上、別途必要な助言、指導等を行うこと。  

（３） 責任者のみに指示を行うことが適当と認められる人事案件等の事項について

は、別途そのものに対し講評すること。 

２ 特別監査の講評については、指導内容に応じて行う。  

（指導監査結果の通知等） 

第１４条 市長は、一般監査の結果について当該法人の代表者に対し、次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める様式により速やかに通知する。  

（１） 法令、通知等に違反する事項（軽微な事項を除く。）、法人の運営において

重大な事項又はその他法人内での取組を確認する必要がある場合で、当該法人の改

善結果の報告を要するとき 様式第３号 

（２） 軽微な事項についての助言、指導等がある場合で、当該法人の改善の結果報

告を要さないとき 様式第４号 

（３） 助言、指導等がない場合で、当該法人の改善の結果報告を要さないとき 様

式第５号 

２ 前項第１号の規定に該当する場合で同項の規定による通知を受けたときは、当該法

人の代表者は、通知を受けた日から起算して２箇月以内に様式第６号により市長に対

し、その改善状況等の報告をしなければならない。  

３ 市長は、当該改善状況が不十分と認められる場合は、必要な助言、指導等を行う。  



 

（法的措置等） 

第１５条 市長は、指導監査による指導事項について、改善措置が図られない法人につ

いては、次に掲げる措置について担当課と協議し、実効ある指導監査に努めるものと

する。 

（１） 民間施設給与等改善費の停止又は減額 

（２） 社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導につい

て（平成１６年３月１２日付け雇児発・社援発・老発第０３１２００１号厚生労働

省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名

通知）の規定による運営費の運用禁止 

（３） 新規利用者措置の停止又は当該法人利用者の他の施設への措置替え  

（４） 改善命令、予算の変更、補助金及び貸付金の返還命令、役員の解職勧告又は

法人の解散命令 

（指導監査結果の活用） 

第１６条 健康福祉部健康福祉課は、毎年度の指導監査終了後、指導監査の監査結果を

まとめ、担当課に配付するものとする。 

（指導監査結果の報告） 

第１７条 市長は、当該年度の指導監査終了後、所定の手続に従い、指導監査の結果を

石川県へ報告する。 

（関係機関との連携） 

第１８条 市長は、指導監査の重点事項、実施計画の策定並びに指導監査の実施及び結

果の処理に当たっては、関係行政機関との十分な連携を行う。  

（その他） 

第１９条 この告示に定めるもののほか、指導監査の実施に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２５年４月１日から施行する。  

附 則（平成２９年７月３１日告示第１３９号）  

この告示は、平成２９年８月１日から施行する。  

附 則（平成３１年３月２９日告示第３３号）抄  

（施行期日） 

１ この告示は、平成３１年４月１日から施行する。  



 

別表第１（第５条関係） 

特別監査基準 

対象法人 

象施設等 

１ 過去に不祥事を起こした又は起こすおそれのある社会福祉法人  

２ その他重大な問題があり、特に特別監査を行うことが必要と認められる

社会福祉法人 

 

別表第２（第６条関係） 

一般監査班編成基準 

対象 人員及び日数 内訳 

社会福祉法人 

法人運営管理 

財務管理 

原則 

４人×１日 

健康福祉部健康福祉課 ３人 

社会福祉法人の所管担当課 １人 

 

別表第３（第６条関係） 

一般監査実施回数基準 

法人本部の運営等について、特に大きな問題が認められない法人  ３年に１回を原則 

   

 会計監査人の監査や専門家の活用を図った場合において、そ

の結果等に基づき法人の財務状況の透明性及び適正性が確保

されていると判断するとき。 

活用状況に応じて以

下の取扱いが可能 

   

 会計監査法人 ５年に１回まで延長

可 

公認会計士又は監査法人による社会福祉法に準じた監

査を実施する法人 

同上 

専門家による財務会計の支援を受けた法人  ４年に１回まで延長

可 

苦情解決への取組が適切に行われており、以下のいずれかの

内容に積極的に取組み、良質かつ適切な福祉サービスを提供

するよう努めていると判断するとき。 

１ 福祉サービス第三者評価事業の受審、公表 

（ISO９００１認証施設も同様とする。） 

４年に１回まで延長

可 



 

２ 地域社会に開かれた事業運営 

３ 先駆的な社会貢献活動の取組 

上記のいずれにも該当しない法人 継続的な実施 

備考 法人監査と施設監査と監査周期が異なる場合、それぞれの周期で実施すること

が非効率であり、併せて実施することが、所轄庁と法人の双方に効率的・効果的で

ある場合など特別な事情がある場合は、異なる周期とすることができる。  
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